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不適切な事務処理等報告書 

 

令和５年７月１１日 建設部建設管理課  

 

１ 事案名 

  堀水路への土砂等の不適切な搬入等について 

 

２ 事案の概要 

本事案は、堀水路下流域（堀大橋から新橋交差点までの区域）において、

平成元年頃から顕著となった法面の崩落を受け、その対策も兼ねた道路整備

を見据え、平成４年度から６年度にかけて、暗きょ（ボックスカルバート）

を設置し、その上部に、公共施設の整備工事等に伴い発生した建設発生土や

維持管理業務で発生した廃棄物（以下「土砂等」という。）を敷き詰めたこ

とに端を発します。 

しかし、道路整備が具現化しない状況において、土砂等の搬入及び仮置き

場としての利用を継続したもので、これらの行為が「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」（以下「廃掃法」という。）及び「秦野市土地の埋立て等の

規制に関する条例」（以下「盛土条例」という。）に抵触していたものです。 

 

３ 発生原因等の調査 

公共施設の整備工事等に携わった関係職員（退職者を含む。）からの聞き

取り調査及び平成２年度以降の決裁文書等の確認を行いました。 

 

４ 調査の結果 

(1) 土砂等の搬入の経緯 

聞き取り調査及び工事書類の確認により、土砂等の搬入の経緯について

確認しました。（５ページ「堀水路への土砂等の搬入経緯」のとおり） 

(2) 法令等の抵触内容 

ア 廃掃法関係 

事業活動に伴い発生した廃棄物については、原則として、保管するこ

となく適時・適切に処分しなければなりません。しかし本事案では、仮

置きとしながら長期に渡り放置していたもので、これらの行為が、廃掃

法第３条（事業者の責務）、第５条（清潔の保持等）、第１１条（事業
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者及び地方公共団体の処理）、第１２条（事業者の処理）及び第１６条

（投棄禁止）に抵触し、県湘南地域県政総合センター環境部環境調整課

（以下「県」という。）から産業廃棄物撤去計画及び顛末書の提出を求

められました。 

イ 盛土条例関係 

道路・河川整備等、関係法令の規定に基づく整備事業又は災害復旧を

目的とする応急処置以外に、国、県その他公法人が条例で定める一定規

模の建設発生土の埋め立てを行う場合は、盛土条例第５条第２項第２号

に基づき、本市開発指導課及び関係各課と事前に事業内容について協議

し、第７条（許可の基準）に相応する処置を講じる必要があります。し

かし本事案では、協議を行った経過は確認できず、また、改めて現地を

確認したところ、第７条で定める技術基準（のり面勾配）に適合してい

ない箇所が一部ありました。 

 

５ 原 因 

土砂等を長期に渡り搬入し、廃棄物を仮置きとしながら放置していたこと

は、土砂等を市所有地に置く場合であっても、関係法令が適用される認識が

欠如していたものです。 

更に、市条例の適用関係が職員に十分な周知がされなかったこと、また、

道路整備が具現化していない中で、関係部局間の連携が不足していたことに

よるものです。 

 

６ 不適切な事務に対する是正等の処置 

(1) 廃掃法関係 

ア 県による現地調査・口頭指導（令和３年７月１２日） 

廃掃法第３条（事業者の責務）、第５条（清潔の保持）、第１１条 

（事業者及び地方公共団体の処理）、第１２条（事業者の処理）及び第

１６条（投棄禁止）の規定に抵触することから、産業廃棄物撤去計画及

び顛末書の提出を求められました。 

イ 県へ産業廃棄物撤去計画及び顛末書を提出（令和４年３月１８日） 

ウ 産業廃棄物撤去計画に基づき、廃棄物撤去作業を開始（同年１１月） 

   (ｱ) 撤去作業開始に伴い、県へ産業廃棄物の撤去作業の開始を報告（同

年１１月） 



 

13 

（ｲ） 県が現地を確認（同年１２月） 

エ 廃棄物撤去作業の完了（令和５年２月１８日） 

オ 県が現地調査を実施（同年３月３日） 

カ 県へ完了報告書提出（同年３月３０日） 

 

産業廃棄物撤去計画により発生した産業廃棄物の品目別数量 

品 目（１１種） 単位 数 量 

アスファルト殻 ㎥ 16.29 

コンクリート殻（無筋） ㎥ 31.65 

コンクリート殻（有筋） ㎥  1.12 

コンクリート殻（二次製品） ㎥ 29.04 

混合（分別できないもの） ㎥ 15.80 

22.93 

廃プラスチック ㎥  3.40 

がれき類 ㎥ 0.21 

廃タイヤ ㎥ 2.50 

ガラス・陶器 ㎥ 1.02 

金属くず・アルミ ㎥ 1.25 

木くず ㎥ 44.00 

合計 ㎥ 102.28 

含有率（掘削土量 3,425 ㎥に対して） ％ 2.99 

 

(2) 盛土条例関係 

ア 盛土条例の取扱いを含めて、開発指導課と協議（令和４年２月１８日） 

イ 関係各課（開発指導課・環境共生課・環境資源対策課・生活環境課・

下水道施設課・建設管理課）による現地確認調査を実施 

（同年３月１８日） 

ウ 盛土条例に基づき、開発指導課へ埋立て等協議書を提出 

（同年４月２５日） 

エ 開発指導課から調整項目一覧表の送付（同年５月１６日） 

（ｱ） 是正事項（開発指導課） 

 技術基準（のり面勾配）に適合していない箇所の適切な処理 

 

（ｲ） 指示事項（生活環境課・下水道施設課） 
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ａ 盛土に混在する廃棄物は分別し適正に処理し土質調査の実施 

ｂ 管理区域内の雨水のマンホール等を利用した排水の処理 

オ 調整項目一覧表に基づき、技術基準不適合箇所の是正作業を開始 

（同年１２月１６日） 

（ｱ） のり面勾配の是正（令和４年１２月１６日～令和５年２月１８日） 

（ｲ） 廃棄物の分別、適正処理（令和４年１１月７日～令和５年２月９日） 

（ｳ） 土壌調査の実施（異常なし）（令和５年１月２６日） 

（ｴ） 雨水マンホール蓋密閉型から穴開き型に変更（同年２月６日） 

カ 生活環境課へ検定試験結果証明書を提出（同年３月６日） 

キ 開発指導課へ埋立て等工事完了届を提出（同年３月３０日） 

 

７ 今後の対応について 

(1) 再発防止への取組 

ア 廃棄物を仮置きする行為に対して廃掃法及び盛土条例が適用される認

識が職員に欠如していたことから、建設部が中心となり、公共施設の工

事及び維持管理を行う部局の職員を対象に関係法令の認識不足に対応す

るための研修や、関係部局間での定期的な情報交換が行える仕組みを作

ります。 

イ 盛土条例については、都市部から建設部に対し、現地の状況報告を求

め、必要に応じて協議を行うよう指示するなど、制度の周知が不足して

いたことから、都市部の所管に係る条例等については、都市部・建設 

部・上下水道局職員を対象に条例等の解釈など、職員の資質向上に向け

た研修の取組を実施します。 

(2) 第三者委員会について 

本事案については、退職者を含めた関係職員からの聞き取りや、現存す

る決裁文書等により調査を行いました。 

今後、第三者による調査を行ったとしても、埋立ての開始から２５年以

上経過しており、これ以上の事実の判明は困難であり、更に特別な専門的

知識の必要性はないことから、第三者委員会の設置は行わないものとしま

す。 
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【堀水路への土砂等の搬入経緯】 

時  期 内     容 

平成元年 

・台風２２号による大雨の影響を受け、堀水路下流新橋

付近の法面崩落。 

・近隣住民等から崩落対策を強化するよう要望があっ

た。 

平成２年頃 

・堀水路の崩落対策も兼ねて、新橋から堀大橋までの道

路延伸を検討した。[建設部] 

・道路整備を見据え、雨水の放流先を確保するため、暗

きょ（ボックスカルバート）化を計画した。[下水道部] 

平成４～６年度 
暗きょ布設工事（堀川河川改修工事）[下水道部] 

堀大橋～新橋間計 279.3m 

平成７ 

～１０年度頃 

公共工事の建設発生土を埋立て 

[建設部・下水道部] 

平成１１ 

～令和２年度頃 

公共工事の建設発生土に加え、維持管理業務に伴

い、発生した土砂等を搬入、仮置き場として使用 

（資材、プラごみ、ペットボトル等が混在） 

[建設部・水道局・下水道部] 

平成２８年 下水道部から建設部に水路管理に係る業務の引継ぎ 

令和元年 

１０月１２日 

台風１９号による大雨の影響を受け、堀大橋付近でい

っ水 

令和３年 

３月 

新橋上流部の土砂（120 ㎥、約 220ｔ）を搬出 

以降の搬入を禁止［建設部］ 

 


